
最 終 試 験 の 結 果 の 要 旨 

 

 

 

神奈川歯科大学大学院  口腔衛生学講座  研究生 小宮山 佳鈴  に 

 

対する最終試験は、主査  槻木 恵一  教授、副査  平田 幸夫  教授、 

 

副査  木本 茂成  教授により、主論文ならびに関連事項につき口頭試問を 

 

もって行われた。 

 

また、外国語の試験は、主査  槻木 恵一  教授によって、英語の文献読解力に 

 

ついて 筆答 により行われた。 

 

その結果、合格と認めた。 
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論 文 審 査 要 旨 

本研究は、フッ化物（F）全身応用未実施の我が国において、局所応用法の中で高い

公衆衛生特性を有する F洗口の普及を目的に、「施設での集団応用フッ化物洗口プログ

ラム（S-FMR）」普及状況、およびその普及の地域格差の要因を検討したものである。

S-FMR の施設（保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等）別の都道府県に

おける普及状況とその要因を多方面で活用すれば、健康日本２１（第２次）で掲げられ

た齲蝕による我が国の健康格差縮小のために S-FMR普及が貢献できる。 

47 都道府県・89 保健所設置市（当時：18 政令指定都市、23 特別区、41 中核市、7

保健所政令市）の歯科保健担当主管課宛に、施設別 S-FMR 実施状況の調査について、

2つの調査票（①圏域内S-FMR実施の施設数、人数、基盤整備の有無等、②圏域内S-FMR

の方法、経費負担者等）を添付し、郵送法にて依頼し、Eメール、ファクシミリまたは

郵送にて回収した。調査は個人情報保護法を順守し、疫学調査の倫理への配慮として調

査実施計画、調査参加の依頼と同意について説明した。それらの項目を施設別に都道府

県単位で集計した。また、各都道府県の S-FMR実施施設数、実施人数を度数として相

対度数を求め、都道府県を昇順に並び替えて累積相対度数を算出し、S-FMR 実施の都

道府県間の格差を検討した。集計は Excel 2010を用いて計算し、施設別の都道府県に

おける S-FMR施設実施率と人数実施率について母比率の差の検定を行った。 

47 都道府県・89 保健所設置市に依頼した調査票の回収率は 100％であった。2010

年 3 月現在で S-FMR 実施率は全国施設総数の 11％（保育所 16％、幼稚園 8％、小学

校 11％、中学校 4％、特別支援学校等 5％：合計 7,479 施設）、児童生徒総数（4 歳～

14歳）の 6％（保育所在所児 11％、幼稚園在園児 5％、小学校児童 7％、中学校生徒 2％、

特別支援学校等児童生徒 6％：合計 777,596人）と低かった。 

圏域内 25％以上と高率の S-FMR 実施率を示した都道府県は、施設実施率で上位か

ら佐賀、新潟、秋田、富山、島根、静岡、京都、人数実施率で佐賀、新潟、京都、富山、

山口であった。とくに佐賀県は各々76％、63％で他の都道府県よりも有意に高かった

（P＜0.01）。また、S-FMRの普及は「小学校・中学校」か「保育所・幼稚園」のどち

らかで、高い施設実施率と人数実施率を認めた地域が多かった。さらに、全体の S-FMR

実施施設数や実施人数の 50％程度を各々上位 20～10％前後が占め、また全体の 80％

を各々上位 45～35％程度の道府県が占めており、地域間で格差が認められた。 

その要因を検討したところ、2010 年 3 月現在での都道府県・保健所設置市「健康増

進計画」に F 局所応用が組み込まれていない、とくに F 洗口の目標値のない地方公共

団体が存在し、S-FMR の実施状況に都道府県間の格差がみられた。このような格差是

正に向け、F 全身応用未実施の我が国では、公衆衛生施策として各地方公共団体で

S-FMR 導入を検討すべきである。また、本調査が S-FMR の目標（数値目標）を検討

するための基礎データとして利用され、2013年度からの「健康日本 21（第二次）」や、

「歯科口腔保健の推進に関する法律」の基本的事項の具体策として S-FMR採択を検討

する必要性が示唆された。 

上記の研究報告をもとに本審査委員会は、申請者に対し本研究の意義、研究結

果の解釈、今後の展望等について詳細な説明を求めたところ、いずれに対

しても的確な解答が得られた。  

以上の結果、本研究が今後の歯科臨床の発展に貢献するものと判断し、

本審査委員会は申請者が博士（歯学）の学位に十分値するものと認めた。 


